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配偶者からの暴力の被害者の自立支援等に関する調査結果＜概要＞ 

 

１ 調査目的 

配偶者から暴力を受けた被害者の自立を支援することは、被害者の保護の重要な内容の

一つであり、国及び地方公共団体は、被害者の自立を支援する責務を負っていることが、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に規定されている。 

配偶者からの暴力の被害者がどのような状況に置かれているか、自立や心身の健康回復

のためにどのような支援を望んでいるか、また、どのような支援を活用したのか等につい

ての状況を把握し、配偶者からの暴力の被害者の心身の健康を回復させ、自立した生活を

促進するために必要な支援策の検討に資する。 

 

２ 調査項目 

・配偶者や交際相手からの暴力の被害経験 

・保護命令の申し立て 

・避難施設の一時的な利用 

・現在の状況 

・配偶者等と離れて生活を始めるにあたっての困難 

・これまでに利用した支援   等 

 

３ 調査対象 

配偶者等から暴力を受けた者で、現在自立して生活している者、又は自立に向けて生活

している者 

 

４ 調査時期 

平成 18 年 10 月 25 日～11 月 27 日 

 

５ 調査方法 

郵送調査 

※ 配偶者暴力相談支援センター、一時保護委託契約施設（婦人保護施設、母子生活支援施

設、民間団体）、民間シェルター等を通じて調査票を配布し、回収は返信用封筒にて内閣

府あてに直接返送してもらった。 

 

６ 回収状況 

有効回答数 799 人 
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７ 回答者の属性 

（１）性別                 （２）年代 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）国籍 

 

                        「その他」（4.9％）は、「フィリピン」

（23 人）、「中国」「タイ」（各４人）、「韓

国」（３人）、「台湾」「ロシア」「ガーナ」

（各１人）、「国名無回答」（２人）という

回答があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）子どもの有無              （５）子どもの人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性
98.2%

無回答
1.5%

男性
0.3%

N=799

40代
22.4%

10代
0.3%

60代
4.1% 50代

13.3%

70代
以上

0.6%

無回答
1.5%

30代
44.4%

20代
13.4%

N=799

日本
92.9%

無回答
2.3%

その他
4.9%

N=799

いる
93.0%

いない
3.6%

無回答
3.4%

N=799

１人
28.0%

２人
42.3%

３人
19.4%

４人
8.1%

５人
1.5%

６人
0.4%

８人
0.1%

無回答
0.3%

N=743
平均

2.1人
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８ 主な調査結果 

（１）配偶者等から受けたことのある暴力 
 

問１ あなたが、これまでに配偶者や交際相手（以下「配偶者等」という。）から受

けたことのある暴力は。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         ※身体的暴力･･･殴ったり蹴ったりすること、物を投げつけること、突き飛ばすこと等 

           精神的暴力･･･人格を否定するような暴言を吐くこと、何を言っても無視すること、 

交友関係を細かく監視すること等 

              性 的 暴 力･･･見たくないポルノビデオ等を見せること、避妊に協力しないこと等 
 
   ※この調査での「配偶者」は、婚姻届を出していない事実婚や別居中の夫婦、元配偶者も含む。 
 

 

○これまでに配偶者や交際相手から受けたことのある暴力は、「精神的暴力」（87.1％）、

「身体的暴力」（86.9％）が多くなっている。 

○配偶者等から受けた暴力の重複についてみると、「身体的暴力・精神的暴力・性的暴

力」の３種類を受けた人が最も多く（41.8％）、次いで「身体的暴力・精神的暴力」

（36.9％）となっている。 

 

 

   【配偶者等から受けた暴力の重複】 

 

 

 

 

 

 

 

87.1

86.9

46.1

4.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

精神的暴力

身体的暴力

性的暴力

無回答 N=799

(％)

41.8 36.9 4.0

2.0

1.5

6.6 6.4

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計

N=799

身体的・精神的・性的 身体的・精神的 精神的・性的

身体的・性的 身体的のみ 精神的のみ

性的のみ 無回答

３種類 ２種類 単独
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（２）暴力を振るった相手との関係 
 

問２ あなたに暴力を振るった相手は、当時、あなたとどのような関係にありまし

たか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○暴力を振るった相手との関係は、「配偶者（婚姻届あり）」（74.2％）が最も多く、回

答者の４人中３人は婚姻届を出した配偶者から暴力を受けていた。 

 

 

（３）暴力による怪我や精神的不調をきたしたことの有無 
 

問３ あなたは、配偶者等からの暴力により、怪我をしたり、精神的に不調をきた

したことがありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○配偶者等からの暴力により、怪我をしたり、精神的に不調をきたしたことの有無に

ついて、「ある」（90.1％）が９割を占めている。 

 

配偶者
（婚姻届

あり）

74.2%

元
配偶者

9.6%

内縁の
配偶者

（婚姻届

なし）

7.5%

元内縁
の

配偶者

0.9%

交際
相手
2.9%

無回答
4.9%

N=799

ある
90.1%

ない
7.6%

無回答
2.3%

N=799
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（４）医師の診察等を受けたことの有無 
 

【問３で「ある」と回答した方にお聞きします】 

問４ あなたは、暴力による怪我や精神的不調について、医師の診察等を受けたこ

とがありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○配偶者等の暴力を受けた後、医師の「診察等を受けたことがある」人は 67.2％で、

暴力により、怪我をしたり、精神的不調をきたしたことがある人の７割近くは診察

を受けている。 

 

診察等を
受けたこ

とがある

67.2%

無回答
0.3%

診察等を
受けたこ
とはない

32.5%
N=720
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（５）治療を受けた診察科 
 

【問４で「診察等を受けたことがある」と回答した方にお聞きします】 

問５ あなたは、どちらで医師の診察等を受けましたか。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「整形外科」（41.1％）が最も多く、以下「外科」（26.2％）、「心療内科」（23.8％）、

「内科」（21.3％）、「精神科」（21.1％）、「救急外来」（20.9％）、「産婦人科」（19.6％）

等となっている。その他には「カウンセリング」（５件）、「口腔外科」（３件）等の

回答があった。 

○この質問に答えた 484 人の回答数の合計は 1,129 で、治療を受けた診療科が複数あ

る人は 484 人中 301 人。一人当たり平均 2.3 科を受診している。 

 

 

41.1

26.2

23.8

21.3

21.1

20.9

19.6

11.8

11.4

9.7

7.4

5.0

4.3

2.5

1.7

1.2

4.3

0.2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

整形外科

外科

心療内科

内科

精神科

救急外来

産婦人科

耳鼻咽喉科

脳神経外科

眼科

歯科

神経科

接骨院

皮膚科

鍼灸院

漢方医

その他

無回答

N=484

(％)
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（６）保護命令の申し立て状況 
 

問６ あなたは、裁判所に対して、保護命令の申し立てをしましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○裁判所に対する保護命令の申し立ての有無について、「申し立てていない」人

（59.3％）は約６割となっている。 

○「申し立てを行い、発令されたことがある」人（29.8％）は約３割となっており、

このうち、「申し立てを行い、現在、発令されている」人は 11.8％、「過去に申し立

てを行い、発令されたことがある」人は 18.0％となっている。 

 

 

申し立てを行
い、現在、裁判

所で審理中で

ある

2.9%

申し立てが却
下された

1.9%
申し立てを取り
下げた

2.5%

申し立てて
いない

59.3%

無回答
3.6%

申し立てを
行い、発令され

たことがある

29.8%

N=799

申し立てを行い､現在、発令されている 

11.8％ 

過去に申し立てを行い､発令されたことがある

18.0％ 
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（７）保護命令を申し立てていない理由 
 

【問６で「申し立てていない」と回答した方にお聞きします】 

問７ 保護命令を申し立てていない理由は何ですか。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○保護命令を申し立てていない理由は、「相手の反応が怖かったから」（34.8％）が最

も多く、以下「保護命令の制度を知らなかったから」（28.1％）、「精神的な余裕がな

かったから」（25.3％）等となっている。 

○「その他」には「保護命令の制度がなかったから」（14 件）、「相手に自分の居場所

がわかってしまうから」（４件）、「子どもに被害が及ぶかもしれないから」（４件）

等の回答があった。 

 

34.8

28.1

25.3

19.2

18.8

16.7

16.0

14.6

14.3

9.7

5.7

4.4

16.2

3.8

0 5 10 15 20 25 30 35 40

相手の反応が怖かった

保護命令の制度を知らなかった

精神的な余裕がなかった

申し立てをする決心がなかなかつかなかった

どの程度の暴力で申し立てできるのか自信がなかった

効果がどのくらいあるのかわからなかった

受けた暴力が保護命令の対象外だった

申し立てる必要がなかった

費用がなかった

手続きがむずかしそうだった

相手が「配偶者」ではなかった

今後申し立てる予定である

その他

無回答

N=474

(％)
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（８）一時的な宿泊設備のある施設の利用状況 
 

問８ あなたは、これまでに、配偶者等の暴力から避難するために、宿泊設備のあ

る施設を一時的に利用したことがありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○配偶者等の暴力から避難するため、宿泊設備のある施設の利用について、「利用した

ことがある」人が 74.7％で、回答者の４人中３人は利用したことがある。 

○「利用したことがある」（74.7％）のうち、「現在利用している」人は 31.2％、「過

去に利用したことがある」人は 43.6％となっている。 

 

 

（９）家を出てから最初に利用した施設 
 

※問９､10 は、問８で「現在利用している」「過去に利用したことがある」と回答した

方にお聞きします 

問９ あなたが家を出てから最初に利用した施設はどこですか。これまでに複数回、

家を出たことがある方は、一番最近の出来事についてお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○最初に利用した施設は、「婦人相談所」（52.4％）が最も多く、次いで「民間シェル

ター」（20.1％）となっている。 

利用した
ことが

ある

74.7%

利用した
ことは

ない

22.7%

無回答
2.6%

N=799

現在利用している      31.2％
 
過去に利用したことがある  43.6％

婦人保護施設

4.7%

母子生活支援

施設

16.6%

その他の

公的施設

2.2%

民間シェルター

20.1%

その他

3.2%

無回答

0.8%

婦人相談所

52.4%
N=597
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（10）家を出てから施設に入るまでに身を寄せたところ 
 

問 10 あなたが家を出てから問９で答えた施設に入るまでに身を寄せたところ

はありますか。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○家を出てから利用した施設に入るまでに身を寄せたところについて、「身を寄せたと

ころはない」人（38.0％）が最も多く、４割近くは家を出てから直接施設に入った

ことがわかる。 

○直接施設に入らなかった人では、「実家、親戚宅」（30.2％）に身を寄せた人が多く

なっている。「その他」には「自分で借りたアパート等」、「車の中」（各８件）、「警

察」（７件）等の回答があった。 

 

 

（11）施設を出た後の状況 
 

【問８で「過去に利用したことがある」と回答した方にお聞きします】 

問 11 あなたは、問９で答えた施設を出た後、どうしましたか。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○施設を出た後について、「母子生活支援施設に入所した」（36.2％）が最も多く、次

いで「民間賃貸住宅（民間アパートなど）に入居した」（30.7％）となっている。 

○施設を出た後、別の施設（母子生活支援施設、婦人保護施設、民間シェルター（ス

テップハウスを含む））に入所した割合は 44.6％となっている。 

38.0

30.2

18.3

11.1

14.4

6.9

0 5 10 15 20 25 30 35 40

身を寄せたところはない

実家、親戚宅

友人、知人宅

ホテル

その他

無回答

N=597

(％)

婦人保護施設に
入所した
3.2%

民間シェルターに
入所した
5.2%

実家、親戚宅に
身を寄せた

9.5%

友人、知人宅に
身を寄せた

0.3%

配偶者等（加害者）
のもとへ戻った

3.2%

その他
3.4%

無回答
3.7%

母子生活支援施設に
入所した

36.2%

公的賃貸住宅に
入居した

4.6%

民間賃貸住宅に
入居した

30.7%

N=348
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（12）配偶者等との現在の関係 
 
問 12 あなたと配偶者等（以下「相手」という。）との現在の関係は。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○配偶者等との現在の関係は、「離れて生活している」人が 94.0％で、ほとんどの人

が現在、配偶者等と離れて生活している。 

 

 

（13）離れて生活している期間 
 

※問 13､14 は問 12 で「離れて生活している」と回答した方にお聞きします 

問 13 あなたが相手と離れて生活を始めてから、どのくらいになりますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○相手と離れて生活を始めてからの期間は、「１年から３年未満」（31.6％）が最も多

く、以下「半年から１年未満」（16.0％）、「３年から５年未満」（12.8％）となって

いる。離れて生活した期間が１年未満の人は、４割強となっている。 

○５年未満の人は約９割となっており、回答者のほとんどが配偶者暴力防止法施行後

に相手と離れて生活を始めている。 

３か月から６か月
未満

10.3%

１か月未満
6.4%

１か月から３か月
未満

10.4%

３年から５年未満
12.8%

５年から10年未満
7.7%

10年以上
1.9%

生活を共にしたこと
はない

0.4%

無回答
2.7%

半年から１年未満
16.0%

１年から３年未満
31.6%

N=751

同居して
いる

5.8%

無回答
0.3%

離れて
生活して

いる
94.0%

N=799
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（14）追跡された経験の有無 
 

問 14 この間に、相手から追跡された経験がありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○配偶者等と離れて生活を始めてから、相手から追跡された経験が「ある」人は 54.7％

で半数以上になっている。 

 

 

（15）追跡の具体的な内容 
 

【問 14 で「ある」と回答した方にお聞きします】 

問 15 追跡の具体的な内容はどのようなものですか。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○追跡内容は、「電話やメール、手紙が来た」（62.3％）が最も多く、次いで「実家や

友人宅に現れた」（54.3％）となっている。その他には、「警察に行った（捜索願を

出された）」（12 件）等の回答があった。 

○この質問に対する回答者１人当たりの選択数は平均 2.0 項目で、相手からの追跡は

様々な方法による場合が多いことがわかる。 

 

ある
54.7%

ない
42.6%

無回答
2.7%

N=751

62.3

54.3

36.5

13.9

7.8

22.9

0 10 20 30 40 50 60 70

電話やメール、手紙が来た

実家や友人宅に現れた

家や避難先、職場等に来たり、待ち伏せされた

依頼している弁護士や支援者のところに来た

興信所・探偵等を使って探していた

その他

無回答

N=411

(％)
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（16）生活している場所 
 

【問 13 で「生活を共にしたことはない」と回答した方以外にお聞きします】 

問 16 現在、あなたが生活している場所は次のどちらですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○現在、生活している場所は「配偶者等と以前、住んでいた住居以外の住居もしくは

施設等」という人が 95.3％となっている。 

 

 

（17）住まい 
 

【問 16 で「上記以外の住居もしくは施設等」と回答した方にお聞きします】 

問 17 現在の住まいはどちらですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○現在の住まいは、「公的施設（婦人相談所、婦人保護施設、母子生活支援施設など）」

の人が 56.6％で最も多く、次いで「民間賃貸住宅（民間アパートなど）」（21.5％）

となっている。 

○現在、公的施設や民間シェルターに入所している人は、全体の６割を占めている。 

公的施設
56.6%

民間シェルター
4.2%

実家、親戚宅
7.6%

友人、知人宅
0.6%

その他
2.7% 無回答

0.9%

民間賃貸住宅
21.5%

公的賃貸住宅
5.9%

N=694

配偶者等と
以前、共に

住んでいた

住居
3.7%

上記以外の
住居もしくは

施設等
95.3%

無回答
1.0%

N=728
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（18）同居者 
 

※問 18､19 は問 13 で「生活を共にしたことはない」と回答した方以外にお聞きします 

問 18 あなたは、現在、誰と一緒に住んでいますか。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○現在、一緒に住んでいる人は「子ども」という人が 80.2％で最も多くなっている。 

 

 

（19）就労状況 
 

問 19 あなたは、現在、仕事を持っていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○現在の就労状況は、「勤め人（パートタイム等）として働いている」人が 44.1％で

最も多くなっている。次いで「勤め人（フルタイム）として働いている」人（22.0％）

が多く、「自営業」（0.8％）を合わせた「働いている」人は７割弱となっている。 

 

80.2

7.7

7.3

1.1

0.8

0.5

0.3

5.1

5.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

子ども

自分の親

１人で暮らしている

新しい配偶者・パートナー

その他の親戚

友人、知人

相手の親

その他

無回答

N=728

(％)

その他
4.0%

無回答
1.2%

仕事はして
いない

27.9%

自営業
0.8%

勤め人（パート
タイム等）として

働いている

44.1%

勤め人（フルタ
イム）として
働いている

22.0%

N=728
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（20）求職状況 
 

【問 19 で「仕事はしていない」と回答した方にお聞きします】 

問 20 あなたは、現在、仕事を探していますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○現在の求職状況は、「仕事を探している」は 36.9％で、「仕事を探したいが探せない

（心身の不調や乳幼児がいるなどの理由で）」が 48.8％で約半数となっている。 

 

（21）生活費 
 

※問 21～24 は、問 13 で「生活を共にしたことはない」と回答した方以外にお聞き

します 

問 21 あなたは、現在、生活費はどのようにまかなっていますか。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○現在の生活費は、「就労による収入」とする人が 62.9％で最も多く、以下「児童扶

養手当」（36.0％）、「生活保護」（29.0％）となっている。 

○生活費を「就労による収入」だけでまかなっている人は 14.7％で、大半の人は「就

労による収入」とそれ以外のお金を合わせて、生活費をまかなっている。 

仕事を探し
ていない

13.3%

無回答
1.0%

仕事を探し
たいが探せ
ない

48.8%

仕事を探し
ている
36.9%

N=203

62.9

36.0

29.0

17.3

14.1

6.3

5.8

10.0

1.9

14.7

10.2

0.7

1.0

4.7

2.6

0.1

3.4

0 10 20 30 40 50 60 70

就労による収入

児童扶養手当

生活保護

貯蓄の切り崩し

実家、親戚等からの援助

子どもの親から送られる養育費

年金

その他

無回答

N=728

その項目のみを選択した割合

(％)
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（22）月収 
 

問 22 あなたの現在の収入は月にどのくらいですか。なお、生活保護や児童扶養

手当なども収入に含めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○１か月当たりの収入は、「10～15 万円未満」の人が 35.3％で最も多く、以下「５～

10 万円未満」（21.7％）、「15～20 万円未満」（16.8％）等となっている。 

○回答者の３人中２人は、１か月当たりの収入が 15 万円未満となっている。 

 

15～20万円未満
16.8%

20～25万円未満
6.3%

25～30万円未満
1.9%

30～35万円未満
1.2%

35～40万円未満
0.1%

40万円以上
0.1%

無回答
7.0%

５万円未満
9.5%

５～10万円未満
21.7%

10～15万円未満
35.3%

N=728
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（23）離れて生活を始めるにあたっての困難 
 
    問 23 あなたが相手と離れて生活を始めるにあたって、どのようなことに困りまし

たか。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○相手と離れて生活を始めるにあたって、困ったことは、「当面の生活をするために必

要なお金がないこと」（54.9％）が最も多く、以下「自分の体調や気持ちが回復して

いないこと」（52.9％）、「住所を知られないようにするため住民票を移せないこと」

（52.6％）、「裁判や調停に時間やエネルギー、お金を要すること」（48.9％）、「相手

が怖くて家に荷物を取りに行けないこと」（48.1％）、「適当な就職先が見つからない

こと」（36.7％）等となっている。 

○この質問に対する回答者１人当たりの選択数は平均 8.0 項目で、相手と離れて生活

を始めるにあたって複数の困難を抱える人が多い。 

10.4

18.7

27.1

27.5

36.7

26.6

9.8

11.4

54.9

15.8

24.2

25.0

52.6

52.9

20.5

34.1

17.7

21.7

48.9

14.0

33.8

33.7

22.3

48.1

2.7

23.8

27.2

24.2

20.5

15.4

6.3

0 10 20 30 40 50 60

公的施設に入所できない

民間賃貸住宅に入居できない

公的賃貸住宅に入居できない

民間賃貸住宅に入居するための保証人がいない

適当な就職先が見つからない

就職に必要な技能がない

どのように就職活動をすればよいかわからない

就職に必要な保証人がいない

当面の生活をするために必要なお金がない

生活保護が受けられない

児童扶養手当がもらえない

健康保険や年金などの手続がめんどう

住所を知られないようにするため住民票を移せない

自分の体調や気持ちが回復していない

お金がなくて病院での治療等を受けられない

子どもの就学や保育所に関すること

子どもの問題行動

子どもを相手のもとから取り戻すことや子どもの親権

裁判や調停に時間やエネルギー、お金を要する

保護命令の申し立て手続がめんどう

相手が離婚に応じてくれない

相手からの追跡や嫌がらせがある

相手が子どもとの面会を要求する

相手が怖くて家に荷物を取りに行けない

母国語が通じない

公的機関等の支援者から心ない言葉をかけられた

どうすれば自立して生活できるのか情報がない

相談できる人が周りにいない

新しい環境になじめない

その他

無回答

(％)

【住居のこと】

【その他】

【支援者のこと】

【相手のこと】

【裁判･調停のこと】

【子どものこと】

【健康のこと】

【手続のこと】

【経済的なこと】

【就労のこと】

N=728



 18

（24）利用した支援 
 

問 24 これまでに、あなたが利用した支援には何がありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.6

12.5

51.9

10.6

13.2

11.3

32.8

42.3

42.9

19.2

37.1

11.8

45.6

18.0

30.2

57.8

6.9

7.7

18.0

32.0

33.7

38.6

18.1

35.3

30.8

42.3

34.8

28.7

16.9

22.5

24.3

21.3

30.2

19.0

37.1

29.8

25.1

18.3

47.7

54.8

20.5

15.5

19.5

20.1

25.4

17.0

23.1

11.0

11.7

9.1

26.4

17.6

28.4

9.2

15.4

14.7

17.6

18.3

15.4

14.6

30.4

31.2

32.8

19.9

30.9

28.3

32.6

28.0

20.6

21.4

23.8

28.2

22.8

29.3

24.0

28.0

23.6

24.7

24.5

33.4

28.3

36.3

30.1

20.7

15.2

36.3

5.8

6.7

1.2

21.8

2.6

30.2

7.6

0.3

5.2

2.7

2.3

1.6

1.5

2.2

0.3

1.2

1.9

1.8

2.9

0.5

2.3

3.2

2.3

4.7

3.2

3.4

0.7

1.0

13.9

10.0

26.6

30.4

10.7

21.2

7.7

20.9

6.6

7.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公的施設への入所

民間賃貸住宅の斡旋、紹介

公的賃貸住宅への入居

民間賃貸住宅の契約時の身元保証

ハローワーク等での職業紹介や相談

パソコン操作などの職業訓練

母子家庭等就業･自立支援センターにおける支援

就職する際の身元保証

当座の生活資金の貸付

生活保護の受給

児童扶養手当の受給

国民健康保険等への新たな加入

住民基本台帳の閲覧等の制限

心理カウンセラー等によるカウンセリング

診療代やｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ費用の補助、立替え

子どもの学校や保育所に関する支援

児童相談所等での子どもへのｶｳﾝｾﾝｾﾘﾝｸﾞ

裁判費用や弁護士費用等の補助、立替え

保護命令申立書等の作成支援

警察による防犯指導等

相手が子どもと面会する際の立会い

相手の家に荷物を取りに行く際の同行

母国語による通訳

自助ｸﾞﾙｰﾌﾟなどでの精神的支援や情報交換

支援センター、婦人相談員等による情報提供

利用した 利用を申し込んだが、実現しなかった

利用する必要はなかった 知らなかった・利用できるものがなかった

無回答

N=728

【住宅確保に
　関する支援】

【就労に
  関する支援】

【経済的な支援】

【手続きに
　関する支援】

【健康に
　関する

　   支援】

【子どもに
　関する支援】

【裁判･
  調停に

　関する支援】

【その他の支援】

【相手との対応に
　関する支援】
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○「利用した」人が多い支援は、「配偶者暴力相談支援センター、婦人相談員等による

情報提供や助言」（57.8％）、「公的施設（母子生活支援施設など）への入所」（56.6％）、

「ハローワーク等での職業紹介や相談」（51.9％）で半数以上が利用したことがある。

以下、「子どもの学校や保育所に関する支援」（45.6％）、「国民健康保険等への新た

な加入」（42.9％）、「児童扶養手当の受給」（42.3％）等となっている。 

○「利用した」「利用を申し込んだが、実現しなかった」の割合を比較すると、ほとん

どの支援では「利用を申し込んだが、実現しなかった」割合より「利用した」割合

が高くなっているが、「公的賃貸住宅（公営住宅など）への入居」は「利用を申し込

んだが、実現しなかった」割合が 8.1 ポイント高くなっている。「児童扶養手当の受

給」、「生活保護の受給」についても、「利用を申し込んだが、実現しなかった」割合

がそれぞれ 7.7％、6.9％と高くなっている。 

○「知らなかった・利用できるものがなかった」人が多い支援は、「診療代やカウンセ

リング費用の補助、立替え」（28.4％）、「住民基本台帳の閲覧等の制限」（26.4％）、

「母子家庭等就業・自立支援センターにおける就業支援サービス（就業相談や講習

会など）」（25.4％）となっている。 
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（25）国や地方公共団体からの支援 〔自由回答〕  
 

問 25 配偶者等から暴力を受けた被害者が自立して生活していくためには、どのよ

うな国や地方公共団体からの支援が必要だと思いますか。ご自由にお書きく

ださい。 

 

○国や地方公共団体からの支援について、自由記述形式で尋ねたところ、回答の多か

った項目は以下の通り。 

 

 

必要な支援内容 

１ 

金銭的支援 

・当面の生活費を無利子で貸し付けてほしい 

・生活保護を受給しやすくしてほしい（迅速な手続、車所有も認める、期間

限定で支給等） 

・別居期間が１年未満でも児童扶養手当を支給してほしい 

・児童手当は世帯主ではなく子どもを監護している親に支給してほしい 

・衣類や寝具等を買い揃えるための生活費や引越費用を支援してほしい 

・離婚前でも母子家庭と同様に医療費を減免してほしい 

・公的な貸付制度は条件を緩和してほしい（保証人等） 等 

２ 

住宅支援 

・公的賃貸住宅に入居しやすくしてほしい（特別枠、優先入居等） 

・母子生活支援施設やステップハウス等の中間的な施設を増やしてほしい 

・民間賃貸住宅の契約時に身元保証をしてほしい 

・公的賃貸住宅の申請や入居時の条件を緩和してほしい（保証人、住民票の

有無等） 

・安全で低家賃な住宅を紹介・斡旋してほしい 

・民間賃貸住宅の家賃を補助してほしい 等 

３ 

就職支援 

・就労のための技能・資格取得を支援してほしい 

・仕事を紹介・斡旋してほしい 

・子育て中の女性や母子家庭に理解のある職場を増やしてほしい 

・高齢でも雇ってくれる職場を増やしてほしい 

・就職活動に際し、子どもを預けることができるようにしてほしい 

・就職に際し身元保証をしてほしい 等 

４ 

職務関係者の対応改善 

・配偶者からの暴力について理解を深める研修を行ってほしい 

・職務関係者の不適切な言動による二次的被害をなくしてほしい 

・職務関係者は秘密の保持を徹底してほしい 

・施設・職員によって対応が異なることのないようにしてほしい 等 

５ 

精神的支援 

・心理カウンセリングを無料で行ってほしい 

・身近な相談窓口をもっと作ってほしい 

・施設退所後も相談に応じてほしい 

・自助グループ・サポートグループを増やしてほしい 等 
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６ 

子どもに関する支援 

・子どもへのカウンセリングを行ってほしい 

・子どもが病気のときでも預かってほしい（病時保育の充実等） 

・保育所の入所について配慮してほしい（離婚前でも片親の収入で保育料を

計算、求職中でも入所等） 

・避難中でも予防接種や健康診断が簡単に受けられるようにしてほしい 等

７ 

施設の充実・増設 

・夜間休日も相談に応じてほしい（仕事をしていると行けない等） 

・逃げてきた直後に数日間、安心して休める場所を提供してほしい 

・年長の男子と一緒に利用できる保護施設を増やしてほしい 

・施設の設備を改善してほしい 等 

８ 

広報啓発の充実 

・相談できるところがあることを被害者に届くよう広報してほしい 

・メディアを活用し、社会の理解を促す広報を行ってほしい 

・子どもの頃から配偶者からの暴力の問題について学ぶことができるように

してほしい（学校教育の中で取り上げる等） 等 

９ 

住民票に関する支援 

・住民票を原則取得できないようにしてほしい（弁護士からの請求であって

も取得できないようにする等） 

・住民票にかかる支援措置を速やかに受けられるようにしてほしい 等 

10 

加害者に対する対策 

・加害者に対し二度と繰り返さないための教育を行ってほしい 

・加害者を厳正に処罰してほしい 等 

 


